
１．事故情報

　(1) 事故情報（下記(2)を除く）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和5年9月4日 保育サービス 東京都

2 令和5年9月22日 保育サービス 愛知県

3 令和5年11月13日 保育サービス 東京都

　(2) 事故情報（食中毒情報）

事故発生日 病因物質 発生都道府県

1 令和5年12月23日 サルモネラ属菌 神奈川県

2 令和6年1月 カンピロバクター 東京都

3 令和6年1月20日 ノロウイルス 兵庫県

4 令和6年1月21日 ノロウイルス 愛媛県

5 令和6年1月21日 アニサキス 山梨県

6 令和6年1月 クドア・セプテンプンクタータ 香川県

7 令和6年1月 ノロウイルス 香川県

8 令和6年1月24日 アニサキス 宮城県

9 令和6年1月11日 腸管出血性大腸菌О157 茨城県

10 令和6年1月11日 腸管出血性大腸菌О157 茨城県

11 令和6年1月 ノロウイルス 北海道

12 令和6年1月15日（初発） ノロウイルス 東京都

13 令和6年1月23日 調査中 東京都

事故内容

原因施設・原因食品

令 和 ６ 年 ２ 月 ８ 日

　　　　　　　　News Release

　消費者安全法第12条第２項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしま
したので、お知らせします。

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

保育施設において、幼児がホールの隅に積まれたコットベッドから飛び
降り、左足の骨にひび。当該コットベッドは一時的に置かれたものであっ
たが、置き方や置き場所について安全配慮が足りなかった。

保育施設において、幼児が保育室の扉を勢いよく閉めたところ、当該扉
に自らの指を挟み、左手薬指を骨折。当該ドアには、指挟み防止の安全
対策がなされていなかった。

保育施設において、幼児が園外に出て、徒歩で自宅に向かい、当該幼
児の保護者により発見・保護。職員は当該幼児が登園後に保育室に
入ったことを確認しておらず、また、当該施設の門は開門されていた。

飲食店（1月8日の食事）

飲食店（1月8日の食事）

飲食店（1月20日の弁当）

飲食店（1月14日、19日の食事）

飲食店（12月22日の食事）

飲食店（1月27日の弁当）

飲食店（1月23日の食事）

飲食店（1月23日の食事）

飲食店（1月10日の食事）

販売店（1月19日に販売された食品）

飲食店（1月20日の食事）

販売店（1月21日に販売された食品）

飲食店（1月23日の弁当）



14 令和6年1月28日 ノロウイルス 愛知県

15 令和6年1月28日 ノロウイルス 広島県

16 令和6年1月25日 ノロウイルス 静岡県

17 令和5年12月18日（初発） カンピロバクター 沖縄県

18 令和6年1月28日 ノロウイルス 大阪府

19 令和6年1月23日 アニサキス 東京都

２．リコール・自主回収情報

　(1) リコール・自主回収情報（食品関係）
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飲食店（1月27日の食事）

飲食店（1月27日の食事）

飲食店（1月24日の弁当）

製品名等 届出内容

洋菓子

乳製品
賞味期限切れの商品を販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月11日　販売地域：沖縄県)

生鮮ブルーベリー
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月23日)

味噌（計2件）
異物（金属片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月30日　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当

飲食店（12月16日、19日の食事）

飲食店（1月27日の食事）

飲食店（1月22日の食事）

加熱不足の商品を販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月24日　販売地域：東京都)

アレルギー（卵、乳、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月27日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月29日)

アレルギー（バナナ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月29日　販売地域：岩手県　クラス分類：CLASSⅠ)

魚肉練り製品

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月20日　販売地域：東京都)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月22日　販売地域：熊本県)

容器内に鉄分が付着。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月24日　販売地域：沖縄県)

キムチ
添加物（ソルビン酸）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月26日　販売地域：鹿児島県)

調理パン

洋菓子

アレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月27日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（小麦、卵、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月23日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子

ラーメン

ミネラルウォーター（計2件）

惣菜（チキンカツ）（計2件）

カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日：令和5年12月28日　販売地域：東京都、神奈川県、千葉県)

惣菜（肉団子）

アレルギー（小麦、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年12月16日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ)

パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月29日　販売地域：福岡県)

漬け魚

あじ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月26日　販売地域：神奈川県)

弁当
加熱不足の商品を販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月24日　販売地域：群馬県　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍食品（いかナゲット）
異物（金属片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年12月12日　クラス分類：CLASSⅠ)
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（注）消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が

　　　 「CLASSⅠ」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASSⅠ」の程度はそれぞれ次のとおりです。

①食品衛生法：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い

②食品表示法：喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

牛肉（計23件）
基準値を超える抗寄生虫剤を検出。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月29日)

日本酒（計2件）
キャップ裏にカビが付着。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月17日)

ごま豆腐
レトルト未殺菌による菌の残留。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月30日　クラス分類：CLASSⅠ)

成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月30日　販売地域：神奈川県)

ウイスキー

弁当
アレルギー（卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月30日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
アレルギー（えび、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月14日　販売地域：青森県　クラス分類：CLASSⅠ)

ほたて

惣菜（揚げもの）
アレルギー（えび、卵、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月1日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月1日　販売地域：兵庫県)

惣菜
アレルギー（小麦、卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月1日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月27日　販売地域：東京都)

巻き寿司
アレルギー（かに、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月3日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（卵、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月31日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

ソーセージ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月17日　販売地域：北海道)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、鶏肉、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月20日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

チョコレート
賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月31日)

異物（アルミ片）混入。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月25日　クラス分類：CLASSⅠ)

生鮮にんじん

惣菜
アレルギー（かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月30日　クラス分類：CLASSⅠ)

茶碗蒸し
アレルギー（かに、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月29日　クラス分類：CLASSⅠ)

魚介類加工品（いか）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月1日　販売地域：大阪府)

パン
アレルギー（卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月1日　販売地域：神奈川県、東京都　クラス分類：
CLASSⅠ)

寿司
アレルギー（えび）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月2日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子（計3件）
添加物の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月31日　販売地域：兵庫県)

冷凍食品（アスパラガス）
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月2日)

惣菜（肉団子）
アレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和6年1月27日　販売地域：宮城県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子（計5件）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和6年2月1日　販売地域：東京都)



　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
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３．留意事項

　　これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

　

＜本件に関する問い合わせ先＞
  消費者庁消費者安全課　三宅、杉浦
  TEL : 03(3507)9263（直通）
　URL : https://www.caa.go.jp/

消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

　上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp)で「消費者事故等（2024年2月8日公表分）」をフリーワードに入力する
と検索可能になります。

　「２．リコール・自主回収情報（(2)リコール・自主回収情報（食品関係以外））」の届出内容欄のリコール情報等における（　）内の数字は、リコール届出番号、
改善対策届出番号です。

製品名等 届出内容

普通貨物自動車（制動装置）のリコール。（外-3763）
ESC※装着車において、ESC アクチュエーターとブレーキパイプの接続が誤っているものが
ある。そのため、ESC 作動時や急制動時に車両の挙動が不安定になるおそれがある。
 ※横滑り防止装置のこと。

普通貨物自動車（DFSK　folofly F1VS）

普通乗用自動車（フォルクスワーゲン　ゴルフR 2.0-
235kW　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3765）
ブレーキ液のリザーバータンクにおいて、生産工場での組付け作業指示が不適切であったた
め、遮熱マットが正しく取り付けられていないものがある。そのため、エンジン高負荷時等の熱
により当該リザーバータンクの端部が溶損することがある。最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、
高温の排気系部品に触れると火災となるおそれがある。

普通乗用自動車（テスラ　Model3　他）

普通乗用自動車（かじ取装置）のリコール。（外-3766）
電動パワーステアリングにおいて、モータ制御プログラムが不適切なため、外気温が低い際
に電動アシストモータへの入力電流が安定せず、アシスト力が変化することがある。そのた
め、変則的なステアリング補正を行う事となり、かじ取装置の基準を満たさないおそれがあ
る。

普通乗用自動車（ニッサン　エルグランド）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（5443）
燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、燃料タンク上面の構成部品が適切に溶着
されていないものがある。そのため、使用過程における車両振動等により溶着部の一部が
剥がれ、燃料を満タンに給油すると当該溶着部から燃料が漏れるおそれがある。

普通乗用自動車（ニッサン　ノート　他）

普通乗用自動車（座席ベルト等）のリコール。（5444）
助手席回転シート架装車の取扱説明書において、本来記載すべきチャイルドシート搭載時に
関する注記を記載していないため、保安基準第22条の3に適合しない。なお、チャイルドシート
の固定機能に問題は発生しない。

普通乗用自動車（マセラテイ　グレカーレ）

普通乗用自動車（48V ハイブリッドシステム）のリコール。（外-3743）
48V ハイブリッドシステムの配線組付け工程において、作業管理が不適切なためプラスケー
ブルの取付けナットが規定値より低いトルクで締め付けられたものがある。そのため、走行中
の振動等により取付けナットが緩んでハイブリッドシステムが機能せず警告灯が点灯し、最悪
の場合、電気火花や過熱により車両火災に至るおそれがある。

普通乗用自動車（ボルボ　ボルボ XC40）

普通乗用自動車（灯火装置）のリコール。（外-3761）
左後面方向指示器において、ＣＥＭ（セントラル エレクトリック モジュール）のプログラムの設
計が不適切なため、システムの自己診断テスト時に誤ってエラーを検出することがある。その
ため、メーターパネルに故障表示するとともに、点滅回数が保安基準の規定を超えるおそれ
がある。

普通乗用自動車（トヨタ　ヤリス　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（5445）
前輪ロアアームのボールジョイント取付部において、使用環境に対する耐久性の検討が不十
分なため、降雪地域で融雪剤が頻繁にかかると、腐食して亀裂が生じることがある。そのた
め、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断し、ボールジョイ
ントが脱落して走行不能となるおそれがある。


